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第 l

増
税
と
税
率
問
題

第
七
十
七
同
情
岡
議
曾
で
酒
税
、
清
涼
飲
料
税
、
砂
糖
消
費
税
、
物
品
税
、
遊
興
飲
食
税
、
通
行
税
、
入
揚
税
、
建
築
税
、
骨
牌

税
、
印
紙
税
白
増
敬
を
は
か
っ
た
。
そ
れ
は
主
と
し
て
従
来
の
税
率
の
引
上
げ
に
よ
っ
て

(
酒
揖
、
諦
諒
飲
料
説
、
砂
糖
消
費
税
、
趣
行

拐
、
建
築
積
、
骨
牌
積
‘
印
紙
揖
)
行
は
れ
た
が
、
更
に
税
率
の
引
上
げ
白
外
忙
税
率
の
組
立
そ
の
も
の
を
か
へ
る
事
に
つ
よ

τも
(
物

品
動
、
遊
興
飲
量
殺
、
入
場
視
)
増
牧
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
。
揚
合
は
比
例
税
率
を
累
進
税
率
(
階
段
税
串
を
青
む
V

に
か
へ
る
事

に
よ
っ
て
行
は
れ
又
は
呆
進
税
調
哨
白
階
段
を
噌
す
事
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
消
費
税
に
」
累
進
税
李
を
採
用
す
る
事
そ
れ
自

憶
が
問
題
と
せ
ら
れ
る
白
で
あ
る
か
ら
、
累
進
税
白
色
彩
を
消
費
税
に
一
居
深
〈
引
堂
入
れ
た
事
は
税
制
史
上
に
注
目
す
べ
き
改
革

と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

増
税
は
臨
時
議
舎
に
止
ま
ら
十
通
常
議
舎
に
も
行
は
れ
る
強
定
で
あ
る
。
来
る
べ
き
通
常
議
舎
に
は
主
と
し
て
牧
得
税
を
中
心
と

す
る
増
税
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
問
題
は
所
得
税
、
法
人
税
、
臨
時
利
得
税
の
増
税
で
あ
る
。
法
人
積
は
比
例
税
率
を

採
用
し
て
ゐ
る
が
、
綜
合
所
得
税
と
臨
時
利
得
税
と
は
庚
〈
累
進
税
率
に
よ
っ
て
ゐ
る
。
分
類
所
得
税
で
は
遜
繊
所
得
が
累
進
税
率

を
採
用
し
、
共
他
白
所
得
で
も
基
礎
控
除
、
家
族
控
除
等
が
行
は
れ
る
限
り
一
一
種
の
累
進
税
率
に
よ
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。



己
う
考
へ
る
と
臨
時
議
曾
に
於
て
行
は
れ
た
増
税
も
通
常
議
舎
に
行
は
る
べ
き
増
税
も
、
い
づ
れ
も
累
進
税
率
を
問
題
と
し
て
ゐ

る
。
筆
者
は
本
誌
に
「
税
率
識
」
と
「
所
得
協
同
の
税
率
白
改
正
〕
と
題
し
累
進
税
率
に
闘
す
る
こ
論
文
を
昭
和
六
年
に
公
け
に
し
た
の
で

あ
っ
た
。
共
の
首
時
は
園
税
綱
領
七
億
三
千
寓
圃
に
止
ま
り
累
進
税
は
専
ら
所
得
税
の
問
題
と
法
っ
て
ゐ
た
が
、
今
や
園
税
総
額
が

四
十
億
闘
墓
と
な
り
累
進
枕
は
園
税
の
庚
き
部
分
配
支
配
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
落
に
泉
進
税
率
四
研
究
ζ

そ
税
率
金
檀
の
研
究
主

助
け
税
制
金
聞
に
密
接
怒
る
関
係
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

第

税

率

の

種

争類

持d

Aじ
ナー
る

の税
が寧

番Z
税類
で と
あl し
り て
、従

課 j言

語T
件悠
を 四
品積

街全
以白

金自
主主空

室号
ま事
雪量
数弱
量件
に を

管主
て }ξ
税求
額め
を共
算。l

定金
す額
る に
白臆
曲三 巴
従て
量税
ヌ:績
でを
あ算

る
。
開
校
に
は
従
量
税
と
従
債
税
と
が
た
ら
が
行
は
れ
て
ゐ
る
が
、
内
閣
税
で
は
潤
税
、
清
涼
飲
料
税
、
砂
糖
消
費
税
、
通
行
税
、

骨
牌
枕
が
従
量
税
で
あ
る
白
を
除
き
殆
ん

E
全
部
が
従
償
税
で
あ
る
9

夜
に
は
従
煩
税
を
中
心
と
し
て
税
率
を
明
か
に
し
た
い
。

一
叩
寧
を
標
準
と
す
る
第
二
白
分
類
は
比
例
殺
と
差
率
税
と
の
匝
別
で
あ
る
。
課
税
物
件
の
量
と
税
額
と
白
割
合
が
常
に
同
じ
で
あ

る
も
白
が
比
例
枕
で
あ
れ
ッ
、
課
税
物
件
の
量
と
税
額
と
の
割
合
が
硬
化
す
る
も
白
が
差
率
税
で
あ
る
。
差
率
税
は
累
進
税
と
逆
進
税

と
よ
り
左
る
。
税
額
白
進
事
方
が
課
税
物
件
の
進
み
方
よ
り
大
友
る
が
累
進
税
で
あ
り
、
税
額
の
進
み
方
が
課
税
物
件
D
進
み
方
よ

り
も
小
で
あ
る
か
或
は
課
税
物
件
が
進
む
に
拘
ら
宇
税
額
が
同
一
で
あ
る
か
或
は
課
税
物
件
が
進
む
に
拘
ら
や
税
額
が
減
歩
む
も
の

が
逆
進
税
で
あ
る
。
結
局
、
課
税
物
件
の
量
と
税
額
と
の
闘
係
を
槙
準
と
す
る
と
、
用
車
進
税
、
比
例
税
、
逝
進
税
白
三
種
に
分
れ
る

り
で
あ
る
ロ

積

串

白

整

理

第
五
十
四
巻

-li 

第

掠

七
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現

串

白

整

理

我
園
白
内
閣
枕
に
於
て
は
比
例
稜
が
庚
〈
行
は
れ
て
ゐ
た
の
一
で
あ
る
が
、
近
年
に
至
り
累
進
税
が
共
D
範
囲
を
庚
め
て
来
た
の
で

あ
る

U

累
進
税
ほ
最
初
は
所
得
税
、
相
糟
税
の
如
昔
牧
得
税
に
の
み
行
は
れ
て
ゐ
た
が
、
最
近
に
至
り
遊
興
飲
食
税
、
入
場
税
、
物

品
税
D
如
苦
消
費
税
に
も
採
用
せ
ら
れ
る
事
、
ど
た
っ
た
。
累
進
税
白
研
究
の
必
要
な
る
所
以
で
あ
る
。
呆
進
税
率
白
研
究
は
各
園
に

第
耳
十
四
血
管

F、

第

蛾

F、

於
て
試
み
ら
れ
、
現
に
調
逸
に
於
て
も
閉
山
己
出
品
ロ
耳
(
百
E
ユ問。

Eι
句
ロ
百
由
民
rsp向。ロ

N
Z
O吉
q
F
o
r
g
a
E
E
m円

2
旦
「
訂
正
品
ミ
)

{出向民同柏町

O
N耳
円
。
『

Z
4
E自
由
耳
目
。
『
冨
ロ
「
-
同
由
い
る
に
吹
ぎ
国

PEEtH4MnHn(己
目

E
ι
5
w
r宮
司
呂
町
同

O
E
5
P

3
U
N
)

の
弊
作
が
褒
表
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

-一

と

4
4
0凶
己
何
回
1

由
自
同

vro

累諮由三つ四型第一圃表

累
主
動
車

謀説物件白数量償椅

累
進
税
は
課
税
物
件
の
犬
〈
た
る
に
従
ひ
税
率
白
高
ま
る
も
り
で
あ
る
。
そ
の
最
低

税
率
と
最
高
税
率
と
を
結
ぶ
線
が
直
線
を
な
す
も
の

(ωE問
。
】
V
Z唱

g-op
骨司

5
5

HL旦
B
E
5
と
途
中
戸
高
く
凸
欣
を
た
す
も
の
令
官
日
間
2
0
p
o唱
2
5
9
ι
2
Z
E
a
l

問。
F
s
n
r
g
o
r
E
8
3
3『
)
と
、
途
中
で
低
〈
凹
献
を
た
す
も
の
守
E
n
z
o
g告。

司
同
点
的
苫
盟

】
吉
田
舎
昨
官
]
自
〈
l問。
z
o
n
Z
E
E号
ロ
官
民
)

と
に
よ
り
易
港
白
三
つ
の
型
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
第
一
周
表
の

a
が
凸
飲
泉
迭
で
あ
り
、
b
が
直
線
累
進
で
あ
り
、

c
が
凹
航
呆
準
で
あ

る
。
現
貨
に
庚
〈
行
は
れ
て
ゐ
る
の
は
此
の
三
つ
の
型
の
中
の
第
一
の
も
の
剖
ち
凸
欣
累
進

で
あ
る
。
多
〈
白
累
進
の
進
み
方
は
課
税
物
件
白
小
怒
る
時
に
急
で
あ
っ
て
課
税
物
件
が
大

在
な
る
に
従
ひ
綬
と
た
る
の
で
あ
る
。

Zコ
で上
あ 5事
るの
。 ま日

plf < 
が累
近進
代税
のは
税課

法l!!I:
E存
か E干

i重
量 j量
的の
墨増
吉加

す
外

る
K 

喜長
累税
進率
をを
規増
定加
しす
てる
ゐも



る
。
質
的
累
進
と
は
課
税
物
件
白
性
質
を
異
忙
す
る
に
従
ひ
稜
率
を
幾
更
す
る
も
D
で
あ
る
。
勤
曲
目
所
得
と
其
他
の
所
得
と
に
上
り

〆ー

分
類
所
得
税
と
綜
合
所
得
税
ム
」
白
税
率
を
異
に
す
る
が
如
昔
、
八
万
類
所
得
税
白
課
税
に
際
し
家
族
事
情
を
考
慮
す
る
が
如
堂
、
家
替

相
続
と
潰
産
相
績
、
r一
に
上
り
又
は
相
績
人
と
被
相
績
人
と
の
積
柄
白
如
何
に
よ
り
相
績
税
の
税
率

E
異
に
す
る
が
如
昔
、
質
的
累
進

の
賓
例
で
あ
る
。
か
く
の
如
〈
課
税
物
件
の
質

ρ
異
友
る
に
従
ひ
異
社
れ
る
税
率
を
遁
用
す
る
の
を
準
累
迭
と
名
づ
け
る
。
質
的
累

進
を
準
累
進
主
名
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
量
的
累
進
を
同
県
累
進
と
一
五
ム
事
が
出
来
る
。
先
づ
翼
系
迭
を
扱
ふ
事
と
す
る
。

金額黒遣の般事針金額で示されてゐるも白

t t 

件=J 

ヒ=吉凶

Ir=: :=::，... 
.... 

ト _....-ドJr
-_.._-

第二圃表

観

車

白

盛

盟

金額累誰の積率が百分比で示きれてゐるもの
〆ど

第三岡表
、

-、

汁ー
」

「阿

「ー

リ ~ 

第

其
累
進
の
稜
類

買
累
進
に
於
て
は
税
額
の
進
み
方
が
課
税
物
件
の

進
み
方
よ
り
大
で
あ
る
。
課
税
物
件
の
進
み
方
以
上
に
税

額
を
進
め
る
目
的
主
達
す
る
矯
め
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ

る
。
課
税
物
件
の
数
量
槙
格
を
共
の
ま
L
課
税
標
準
と
し

て
採
用
し
共
れ
に
適
用
せ
ら
る
べ
き
税
率
を
高
め
る
の
が

一
つ
の
方
法
で
あ
っ
て
直
接
累
進
と
名
づ
け
る
。
そ
白
二

は
課
税
物
件
よ
り
一
定
自
数
貴
槙
裕
文
拡
費
動
す
る
数
量

債
格
を
控
除
し
共
白
残
額
に
比
例
税
率
を
課
す
る
も
白
で

あ
っ
て
間
接
累
拙
曜
の
名
が
あ
る
。
直
接
累
進
は
之
を
細
分

し
て
全
額
累
進
と
超
過
額
累
進
と
公
式
に
よ
る
累
進
と
に

第
五
+
四
巻

第

搬

九

丸

-・



二
C

ず
る
事
が
出
来
る
が
、
会
式
に
よ
る
累
進
は
我
固
に
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
左
い
か
ら
之
を
省
略
す
る
。
結
局
員
呆
進
と
し
て
は
金
額
累

・
進
と
超
過
額
累
進
と
間
接
関
市
迭
と
が
考
へ
ら
れ
る
。

-一
現

曜

の

整

理

第
五
十
四
巻

第

強

G 

金
額
累
進
と
は
、
各
用
時
進
階
段
に
定
め
ら
れ
た
る
税
率
を
課
税
物
件
全
額
に
課
す
る
累
進
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
此
の
揚
合
に

、
税
率
が
金
額
で
示
さ
れ
て
ゐ
る
も
白
と
税
率
が
百
分
比
で
示
さ
れ
で
ゐ
る
も
白
と
白
二
つ
が
考
へ
ら
れ
る
。

的
に
説
明
す
る
と
前
頁
の
二
岡
表
を
得
る
事
が
山
川
来
る
。

出
込
臣
官
に
よ
り
閲
式

先
づ
「
全
額
呆
進
の
税
車
が
金
額
で
示
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
」
を
第
二
開
表
で
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
通
行
税
に
共
の
賓
例
を
見
る
事
、

が
出
来
る
。
昭
和
十
七
年
一
月
一
円
か
ら
通
行
税
の
引
土
防
が
行
は
れ
、
三
等
調
行
税
が
岡
有
鱗
活
迩
賃
に
占
む
る
割
合
は
次
の
如

〈
な
っ
た
。

百 "-
十 通

十 京以F 
粁 行
昆E 下

ヘ)下
) 

設

十
害額

至三 予三

|銭 鋳

庁百、 ( 八 (八(四
混

十十
十一 粁一 賃
粁粁

一闘 粁六 tて

周囲 十十 甚ま
F又ニ二 丹、 三三

すート寸」 鈍錯
銭) ヨL る

鋪
割

言骨

F、- 回八

( 百

百 六 逼
軒 十
は

粁昆l fi 下
) 

下
) 

五 華街
斗ー 十
銭 鋳

~ ~ ~ ~ 

三百
百ヂミ 二百二 湿a プミ

粁十 十十 賃
粁}

Pこ囲粁 !二粁
iI、 ニユ 圃- 劃 l

十周 十三ン凡闘 す銭三
)十 館十 る、

銭 鋳
謝目

一
主合

一一 三七
に

八
十
粁
以
下
よ
り
三
百
粁
以
下
忙
つ
い
て
見
れ
ば
、
}
迎
行
税
が
施
客
運
賃
に
針
し
占
め
る
割
合
は
金
曜
と
し
て
呆
進
税
率
を
示
し

て
る
る
湖
、
階
段
毎
に
飛
躍
し
立
つ
同
↓
累
進
階
段
の
中
に
あ
っ
て
逆
進
の
現
象
主
一
不
す
と
云
ふ
不
都
合
が
あ
る
ロ
同
様
の
事
賓
は

物
品
切
手
に
針
す
る
印
紙
税
忙
つ
い
て
も
見
る
事
が
出
来
る
。

第
三
闘
表
の
「
金
額
累
進
の
税
葎
が
百
分
比
で
示
さ
れ
て
ゐ
る
も
白
L

は
入
揚
税
(
博
一
種
目
場
所
由
入
揚
輯
は
入
場
料
白
金
額
白
犬
小

、-



一一?

に
鹿
巴
.
宵
分
白
二
十
、
百
分
自
一
1

十
、
百
分
の
四
十
、
百
分
自
六
十
、
百
骨
白
八
十
の
累
謹
盟
事
を
定
む
)
、
s

特
別
入
場
税
(
特
別
入
場
料
の
合
額
白
大

小
に
臆

τ百
分
自
二
十
、
百
分
的
一
ニ
十
の
検
事
を
定
む
)
、
遊
興
飲
食
税
(
草
純
な
高
控
興
飲
食
に
劃
し
て
は
一
人
一
同
分
の
料
金
の
大
小
に
願
巳
百

分
竺
一
て
百
分
自
三
十
四
一
世
帯
を
定
む
)
に
於
て
見
る
事
が
出
来
る
。
「
杢
桶
累
進
の
税
率
ー
が
百
分
比
で
一
罰
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
」
は
「
杢

制
制
累
進
の
税
率
が
金
額
で
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
」
に
見
る
が
如
き
同
一
累
進
階
段
の
中
に
あ
っ
て
逝
進
の
現
象
が
行
は
れ
る
と
云
ム

不
都
合
を
生
守
る
事
が
無
い
。
併
し
階
段
を
異
忙
す
Z
毎
は
飛
躍
的
に
税
率
を
情
す
と
云
ふ
快
轄
を
売
れ
危
い
の
で
あ
る
。
偲
り
に

超過額泉撞由輯串が百分比で示されてゐるもの

， レ〆

/ 
J 

..1/ 日

戸〆
~ 

J 
ノ〆

A 

. 

第四国費

麗

串

白

整
γ

理

此
種
目
税
率
が
所
得
税
に
於
て
行
は
れ
る
様
左
事
が
あ
る
と
|
|
現
に
我
凶
の

|所
得

大税
所t<:
4皐 於
者て
のは

方明

示主
所十

勾年
者T よ
より
り

大
も T

租壬
積一
+年

議主
後二
旺〉 布丁

手は

取れ
-司2

8 ι  

が D
!p で

〈あ
たる
る骨三

主
云
ム
結
果
を
生
宇
る
の
で
あ
る
。

増
税
後
の
遊
興
飲
食
税
に
つ
い
て
見
れ

ぽ
、る

に
封
し
三
国
の
飲
食
料
金
は
税
込
み
に
て
三
園
丸
十
銭
の
支
挽
と
た
る
。

二
園
九
十
銭
の
飲
食
料
金
は
税
込
み
に
で
三
国
四
十
八
銭
の
支
抑
と
た
・

十
銭
料
金
が
増
し
た
矯
め
に
遊
興
飲
食
積
が
=
一
十
二
銭
埼
す
と
云
ム
事
に
た

る
U 

超
過
額
累
進
は
杢
額
累
進
の
弊
害
を
除
〈
矯
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
帥
ち
、
課
税
物
件
を
各
種
白
累
進
階
段
に
分
割
し
、
各
階
段
に
属
す
る
累

進
税
率
を
超
過
額

K
課
す
る
も
D
で
あ
る
。
其
白
結
果
と
し
て
全
額
累
進
の
資

F

ら
す
弊
害
D
一
た
る
各
累
進
階
段
。
聞
の
不
都
合
を
除
〈
事
が
出
来
る
の
で
あ

、一一一

第
五
十
四
巻

第
一
挽



ーj

糧

事

由

整

理

6

傭
五
十
四
巻

告書

鵠

る
。
超
過
額
呆
抽
睡
も
税
率
が
百
分
品
で
一
早
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
金
額
で
示
さ
れ
て
ゐ
る
も
D
と
が
あ
り
w

後
者
は
階
段
内
に
於
て
反

っ
て
謎
進
を
示
す
事
に
な
る
。
通
常
は
超
過
額
果
迭
の
税
率
が
百
分
比
で
一
本
さ
れ
第
四
闘
哀
が
共
の
趨
例
で
あ
る

Q

超
過
額
累
進
の
賓
例
は
、
綜
合
所
得
税
(
凡
十
寓
園
超
過
は
六
五
馬
、
五
十
寓
圃
超
過
は
六
O
匹
、
・
-
白
色
八
千
圃
超
過
は
一
五
戸
、
一
主
千
圃

超
過
は
一

O
%、
宜
千
園
以
下
は
O
)
と
相
績
税
と
に
於
て
之
を
見
る
事
が
出
来
る
。
超
過
額
甲
南
進
は
全
額
甲
南
進
恰
比
し
遥
か
に
進
歩
し

て
ゐ
る
。
併
し
第
四
閲
表
に
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
が
如
〈
甲
車
進
糟
段
の
問
忙
波
欣
を
豊
宮
共
の
刻
み
目
に
連
綾
性
を
快
く
短
所
が
あ
る
。

公
式
に
よ
る
系
進
に
よ
り
此
の
扶
陥
を
除
く
考
が
数
串
者
の
中
に
熟
し
一
部
で
は
費
行
に
う
つ
さ
れ
た
事
が
あ
っ
た
が
、
他
の
事
情

白
矯
め
に
庚
く
行
は
れ
て
ゐ
な
い
。

固

以
上
位
直
接
呆
進
で
あ

F

る
が
弐
に
間
接
累
進
を
説
明
し
た
い
。
直
接
果
迭
は
課
税
物
件
を
共
白
ま
ミ
課
税
標
準
に
採
用
し
こ

れ
に
直
接
に
累
進
税
率
を
適
用
す
る
方
法
で
あ
る
。
之
に
反
し
間
接
累
進
は
課
税
物
件
に
控
除
又
は
附
加
を
行
ワ
た
も
の
を
課
税
標

準
と
し
此
の
修
E
f
-
ら
れ
た
る
課
税
規
準
に
比
例
税
率
を
遁
用
し
以
て
累
進
の
目
的
を
達
す
る
D
で
あ
る
。
併
し
寅
際
問
題
と
し
て

は
課
税
物
件
よ
り
一
定
額
文
は
鐙
動
額
を
控
除
す
る
方
法
を
採
用
し
て
ゐ
る
。

間
接
累
進
は
従
来
よ
り
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
昭
和
十
五
年
の
税
制
改
革
に
上
り
一
居
庚
〈
行
は
れ
て
ゐ
る
。
基
礎
控
除
、
生
命

保
険
料
控
除
、
扶
養
家
族
控
除
を
行
っ
た
残
額
に
比
例
税
率
を
遁
エ
用
ず
る
D
で
あ
る
。
基
礎
控
除
は
建
築
稔
(
五
千
園
)
と
分
類
所
得

税
白
中
白
事
業
所
得
(
五
百
闘
)
と
勤
持
所
得
(
七
百
一
一
十
闘
)
と
山
林
の
所
得
(
五
百
固
)
と
退
職
所
得
(
一
寓
闘
)
と
に
行
は
れ
、
更
に

生
命
保
険
料
控
除
と
扶
養
家
族
控
除
が
分
類
所
得
税
の
不
動
産
所
得
、
と
事
業
所
得
ど
勤
持
所
得
と
山
林
の
所
得
と
に
定
め
ら
れ
℃
ゐ

る
。
生
命
保
険
料
を
悌
込
ま
中
挟
養
家
族
控
除
を
受
け
左
い
勤
持
所
得
者
が
負
携
す
る
分
類
所
得
税
は
次
O
知
く
で
あ
る
。

-::::， 
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勤
持
所
得
に
封
ず
る
分
類
所
得
税
は
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
比
例
税
率
を
採
用
し

τ
ゐ
る
が
、
七
百
一
一
十
園
の
基
礎
控
除
を
考
慮
に
入

れ
る
と
寅
質
的
税
率
は
↓
種
白
黒
進
税
と
た
っ
て
現
は
れ
て
く
る
。
と
れ
が
間
接
甲
南
進
の
通
例
で
あ
る
。

五
最
後
に
考
占
。
へ
曹
は
直
接
累
迭
と
間
接
果
進
と
の
結
合
で
あ
る
。
退
職
所
得
に
謝
す
る
分
類
所
得
税
に
於
て
一
寓
闘
の
基
礎

柊
除
を
行
っ
て
ゐ
る
凸
は
間
接
累
進
で
あ
り
、
そ
の
残
額
に
超
過
額
累
進
税
率
を
趨
用
し
て
ゐ
る
の
は
直
接
累
進
で
あ
り
守
要
す
る

に
直
接
累
進
と
間
接
累
進
と
白
結
合
で
あ
る
。
叉
綜
合
所
得
税
D
課
税
に
於
て
、
同
子
所
得
の
四
割
を
控
除
し
勤
持
所
得
議
所
得
金

額
一
寓
園
以
下
な
る
場
合
に
限
る
)
且
一
割

E
控
除
し
て
ゐ
る
D
は
間
接
累
進
で
あ
り
、
そ
の
残
額
時
超
過
額
累
進
を
誼
用
し
て
ゐ
る
白

は
直
接
呆
進
で
あ
り
、
を
憶
と
し
て
直
接
泉
進
と
間
接
累
進
と
白
結
合
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。

現

事

由

整

理

第
五
+
四
巻

一一
第

揖

/ 

第
四

準

累

進

の

種

類

-
前
項
に
は
専
ら
民
果
迭
に
つ
い
て
研
究
在
進
め
た
白
で
あ
る
が
、
課
税
物
件
の
性
質
に
慮
じ
て
税
率
を
高
め
て
行
く
準
累
進

に
つ
き
考
察
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
。



揖

串

白

整

理

第
五
十
四
巻

第

競

E且

119 

分
類
所
得
税
に
於
て
不
動
産
貯
得
と
配
営
利
子
所
得
止
事
業
所
得
と
勤
勢
所
得
と
に
よ
り
税
率
を
異
に
し
て
ゐ
る
が
如
昔
、
法
人

'

D
臨
時
利
得
税
K
於
て
利
条
金
舗
が
資
本
金
額
に
占
め
る
割
合
に
上
り
税
率
を
異
に
し
て
ゐ
る
が
如
昔
、
相
続
税
が
家
替
相
績
と
遺

産
相
績
と

K
よ
り
税
率
を
分
ち
夏
に
被
相
続
人
と
相
績
孔
と
の
縞
柄
に
土
り
税
率
の
差
別
を
つ
け
て
ゐ
る
が
如
昔
、
物
品
税
が
第
一

種
第
二
種
主
通
じ
甲
類
(
五
割
)
と
乙
類
(
一
一
割
)
と
丙
類
(
一
割
)
と
に
つ
き
異
れ
る
税
率
を
採
用
し
て
ゐ
る
が
如
昔
、
酒
税
に
於
て
清

酒
と
合
成
清
治
と
濁
酒
と
白
酒
と
味
淋
と
焼
酎
と
萎
酒
ム
」
果
貸
酒
ム
」
雑
酒
と
に
異
れ
る
税
率
を
趨
用
せ
る
が
如
苦
、
差
別
税
に
類
す

民果蓮と準累謹と四結合第五箇表

累
品
哩
輯
串

'" 
出相]る
来 、 とも
るしの
。 てで

清あ
涼1る
飲が
車干 、
穂準

占，塁
糖と
消も
費考
税へ
、る

通事
行が
税出
を来
ある
け.。

る l 同
事様
が D

相続人と按相模人ξD績柄

準
累
進
は
酒
税
、
物
品
税
、
清
涼
飲
料
積
、
砂
糖
消
費
税

白
如
〈
車
澗
比
行
は
れ
る
揚
合
が
あ
る
が
、
準
呆
進
と
員
呆
抽
出
と

が
結
合
す
る
揚
A
H
も
多
い
。
分
類
所
得
税
に
於
で
準
泉
縫
と
間
接

泉
迭
と
が
た
ち
び
行
ほ
れ
、
相
績
税
と
通
行
税
と
に
於
て
は
準
呆

迭
と
直
接
泉
迭
と
が
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
此
白
結
合
は
相
続
税

kJ於
て
最
も
顕
著
に
現
は
れ
て
ゐ
る
。

第
五
岡
表
は
同
母
ro
よ
り
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

被
相

積
人
と
一
相
続
人
と
の
鰻
柄
の
親
疎
と
相
績
財
産
金
額
四
大
小
と
に

工
り
累
進
税
率
が
如
何
に
慶
化
す
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。



我
岡
D
相
績
税
は
家
替
相
績
三
穫
と
遺
産
相
続
一
一
一
種
と
合
計
し
て
六
種
目
準
累
進
を
採
用
し
、
各
種
に
つ
き
超
過
額
累
進
税
率
を
遁

別
し
て
ゐ
る
。
通
行
税
は
放
客
運
賃
を
一
等
、
三
等
、
コ
一
等
に
分
ち
一
↓
一
種
類
の
準
累
進
税
率
を
匝
別
す
る
之
共
に
、
各
種
類
に
つ
昔

「
杢
額
呆
迭
の
税
率
が
金
額
で
示
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
」
を
用
い
て
ゐ
る
。
機
累
迭
と
質
累
進
L
L
D
結
合
仕
ー
か
く
て
庚
〈
行
は
れ
で

、

ゐ
る
の
で
あ
る
。

第
五

各
種
税
率
の
整
理

以
上
、

累
進
税
率
一
宮
分
析
し
各
種
白
累
進
税
率
を
標
準
と
し
て
我
が
内
園
税
が
如
何
た
る
組
織
を
有
し
て
ゐ
る
か
を
明
か
に
し

た
。
試
み
に
内
関
税
を
各
稜
累
進
税
に
配
す
る
と
突
の
岡
式
を
得
る
の
で
あ
る
。
相
壮
来
性
累
進
税
と
云
へ
ば
牧
得
税
の
み
の
問
題
と

考
へ
ら
れ
で
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
消
費
税
に
も
流
涌
税
に
も
累
進
税
が
誼
用
せ
ら
れ
る
の
を
知
る
事
が
向
来
る
。

「

「

-

-

金

額

(

物

品

切

手

の

印

紙

説

)

一
翼
累
誰
」
直
接
累
遁
-
金
額
累
進
』

-

J

A

{

百
八
す
比
(
選
輿
飲
食
説
、
入
場
視
)

一

一

F

超
過
額
累
諮
市
綜
合
所
得
種
、
相
編
曲
)

累
誕
租
」
一
間
接
顧
問
譜
(
建
築
積
、
不
動
産
所
得
と
事
業
所
得
K
勤
壁
掛
得
と
山
林
の
所
得
と
の
八
笠
間
所
得
税
)

/
直
接
累
遁
k
間
接
累
謹
と
の
結
合
(
退
職
所
得
の
分
類
所
得
盟
、
利
子
所
得
と
勤
勢
所
得
k
の
総
合
所
得
杭
)
、

準
累
準
(
分
類
所
得
積
、
法
人
の
臨
時
利
得
税
、
朝
日
積
、
酒
税
、
荷
積
飲
料
秘
、
砂
糖
消
費
盟
)

民
累
盤
と
噌
累
越
と
白
結
合
A

相
続
拐
、
遁
行
軸
)

此
の
岡
式
の
細
部
に
つ
い
て
は
種
々
の
異
論
が
存
ず
る
事
も
あ
ら
う
が
、
累
進
税
率
が
如
何
に
我
が
税
制
D
中
に
入
り
込
'hr
で
ゐ

る
か
は
此
白
岡
式
に
よ
り
明
か
と
危
る
。
勿
論
、
我
が
内
閣
殺
の
中
に
は
法
人
税
、
特
別
法
人
税
、
配
営
利
子
特
別
税
、
外
貨
債
特

輯

事

白

整

理

第
五
十
四
巻

五

第

漉

豆三



積

事

由

整

理

第
五
十
四
巻

六

第

鵠

六

別
穂
、
有
償
詮
象
移
縛
税
、
替
業
税
、
地
租
、
家
屋
税
、
織
物
消
費
税
、
揮
抽
出
泊
務
、
取
引
所
殺
の
如
き
比
例
説
あ
り
、
又
骨
牌
積

の
如
き
逆
準
税
も
あ
る
が
ぜ
累
進
税
の
漫
遠
の
著
し
い
の
が
近
来
の
傾
向
で
あ
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
流
通
穏
消
費
税
に
累
進
税

翠
が
採
用
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
事
で
あ
る
。

第
二
に
注
目
す
べ
者
事
は
各
種
租
税
の
内
部
に
於
て
逆
進
税
、
比
例
税
、
累
進
税
が
組
み
合
は
さ
れ
、
更
に
累
進
税
に
し
て
も
共
，

の
形
が
草
純
で
な
く
各
種
む
累
進
の
方
法
が
併
せ
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
分
類
所
得
税
を
達
観
的
に
見
れ
ば
準
累
進
又

は
比
例
税
で
あ
っ
て
貫
累
進
が
行
は
れ
て
ゐ
左
い
が
、
準
累
進
又
は
比
例
税
で
徹
底
し
異
累
進
を
採
用
し
て
ゐ
泣
い
の
は
細
部
に
於

・
い
て
は
僅
か
に
配
営
利
子
所
得
あ
る
の
み
で
あ
る
。
他
は
不
動
産
『
所
得
と
云
ひ
事
業
所
得
と
云
ひ
山
林
の
所
得
と
云
ひ
勤
持
所
得
と

云
ひ
退
職
所
得
と
云
ひ
何
れ
も
民
累
進
を
加
味
し
て
ゐ
る
。
綜
合
所
得
税
は
全
慣
と
し
て
超
過
額
累
進
で
あ
る
が
、
利
子
所
得
の
四

割
を
控
除
し
勤
持
所
得
(
織
所
得
金
額
一
高
園
以
下
た
る
場
合
に
)
の
一
一
割
を
控
除
し
て
ゐ
る
限
り
に
於
て
は
間
接
呆
進
で
あ
る
。
所
得
税

だ
け
を
取
り
上
げ
て
も
税
率
は
単
純
一
疋
も
の
で
左
く
比
例
累
進
D
各
種
の
も
の
が
交
錯
し
亡
ゐ
る
。
更
に
泊
設
で
あ
る
が
従
量
殺
と

し
て
見
る
時
は
準
累
進
で
あ
る
が
、
課
税
物
件
た
る
債
格
に
釘
隠
し
て
考
へ
る
と
逆
進
税
と
な
る
。
要
す
る
に
各
種
租
税
の
税
率
は

ア
つ
の
型
で
ま
と
め
色
れ
る
の
が
例
外
で
る
っ
て
、
各
種
。
型
D
複
合
憶
と
し
て
現
は
れ
る
白
で
あ
る
。

第
三
に
各
種
租
税
の
税
率
が
単
純
の
型
で
現
は
れ
又
は
複
雑
な
る
型
を
と
り
又
は
複
合
D
程
度
を
異
に
し
て
ゐ
る
の
は
歴
史
的
事

情
又
は
便
宜
的
事
情
に
基
い
て
ゐ
る
事
を
扶
意
せ
ね
ば
た
ら
ぬ
。
物
品
税
↑
D
第
一
種
と
第
二
種
と
白
枕
葬
主
甲
類
に
両
分
の
五
十
と

し
乙
類
ば
百
分
自
二
十
と
し
丙
類
は
百
分
の
一
台
と
し
て
ゐ
る
の
は
全
捜
の
調
和
を
考
へ
た
り
に
も
よ
云
が
、
一
は
哨
税
前
の
税
率
が

甲
類
に
百
分
の
二
十
で
あ
り
乙
類
に
百
分
D
十
で
あ
っ
た
事
が
影
響
ム
て
ゐ
石
ロ
費
際
問
題
と
し
て
歴
史
的
事
情
及
び
便
宜
的
事
情

を
齢
酌
す
る
事
は
必
要
に
相
異
左
い
が
可
制
故
に
此
の
種
白
税
率
を
採
用
し
他
白
種
。
税
率
を
採
閉
し
友
い
か
に
つ
い
て
は
充
分
の



考
慮
を
梯
ふ
必
要
が
あ
る
。
定
め
ら
れ
た
る
財
政
需
要
を
租
税
牧
入
に
割
り
振
り
す
る
に
首
与
税
率
D
様
式
及
び
程
度
を
台
理
的
に

調
整
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

積
率
は
一
見
形
式
的
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
様
で
あ
る
が
仔
細
に
観
察
す
れ
ば
租
税
D
貴
簡
を
形

F

作
る
も
白
で
あ
る
。
税
率
の
定
め

果
進
税
率
に
比
し
各
種
の
長
短
を
有
し
て
ゐ
る
。
目
指
進
税
と
比
例
殺
と
を
一
括
し
て
税
率
白
整
理
を
行
ふ
必
要
が
あ
る
。
此
の
事
は

累
進
税
率
。
一
歴
史
の
古
い
牧
得
税
よ
り
も
寧
る
新
た
に
呆
進
税
率
を
採
用
し
た
流
通
税
、
消
費
税
に
於
て
特
に
注
意
す
べ
き
で
あ

る。

麗

事

由

整

理

傍
五
十
四
巻

七

策

醜

七， 

、




